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令和４年第６回宮崎市議会（９月定例会）

提出案件一覧

１ 件数

議 案 ・・・・・ ２８件

報 告 ・・・・・ １４件

合 計 ・・・・・ ４２件

２ 内訳

（１）議案（２８件）

①令和３年度決算の認定等（１６件） ⇒ 議案第８３号～議案第９８号

②令和４年度補正予算案（２件） ⇒ 議案第９９号・議案第１００号

③工事請負契約の締結（３件） ⇒ 議案第１０１号～議案第１０３号

④宮崎市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定（１件）⇒ 議案第１０４号

⑤条例案（６件） ⇒ 議案第１０５号～議案第１１０号

（２）報告（１４件）

①内部統制評価報告（１件） ⇒ 報告第２９号

②継続費精算報告（３件） ⇒ 報告第３０号～報告第３２号

③健全化判断比率の報告（１件） ⇒ 報告第３３号

④資金不足比率の報告（１件） ⇒ 報告第３４号

⑤経営状況の報告（４件） ⇒ 報告第３５号～報告第３８号

⑥公立大学法人の年度業務実績評価結果の報告（１件） ⇒ 報告第３９号

⑦専決処分の報告（３件） ⇒ 報告第４０号～報告第４２号

・ 議決事項の一部変更（１件）

・ 和解及び損害賠償の額を定めること（２件）

令和4年8月29日

議会運営委員会資料
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３ 議案の概要

議案第８３号から議案第９８号まで 令和３年度決算の認定等（１６件）

議案第８３号 令和３年度宮崎市一般会計歳入歳出決算の認定について 【会計課】

議案第８４号 令和３年度宮崎市公営住宅建設資金特別会計歳入歳出決算の認定について

【会計課】

議案第８５号 令和３年度宮崎市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

【会計課】

◇決算額

歳入総額 2,069億 918万5,966円

歳出総額 1,960億2,417万2,634円

歳入歳出差引額 108億8,501万3,332円

繰越額 60億4,339万6,877円 （継続費逓次繰越、繰越明許費、

事故繰越し)

実質収支額 48億4,161万6,455円

基金繰入額 31億 円

差引 17億4,161万6,455円

◇決算額

歳入総額 18億9,928万3,385円

歳出総額 18億5,398万1,810円

歳入歳出差引額 4,530万1,575円

繰越額 1,797万2,000円 （繰越明許費）

実質収支額 2,732万9,575円

基金繰入額 2,732万9,575円

差引 0円

◇決算額

歳入総額 417億4,841万4,119円

歳出総額 410億1,499万2,240円

歳入歳出差引額 7億3,342万1,879円

繰越額 0円

実質収支額 7億3,342万1,879円

基金繰入額 6億7,000万 円

差引 6,342万1,879円
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議案第８６号 令和３年度宮崎市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

【会計課】

議案第８７号 令和３年度宮崎市公園墓地特別会計歳入歳出決算の認定について【会計課】

議案第８８号 令和３年度宮崎市卸売市場特別会計歳入歳出決算の認定について【会計課】

議案第８９号 令和３年度宮崎市母子父子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 【会計課】

◇決算額

歳入総額 51億3,494万7,750円

歳出総額 51億2,149万3,415円

歳入歳出差引額 1,345万4,335円

繰越額 0円

実質収支額 1,345万4,335円

◇決算額

歳入総額 2億7,106万5,880円

歳出総額 2億7,106万1,800円

歳入歳出差引額 4,080円

繰越額 0円

実質収支額 4,080円

基金繰入額 4,080円

差引 0円

◇決算額

歳入総額 7億5,960万5,241円

歳出総額 7億5,960万5,241円

歳入歳出差引額 0円

繰越額 0円

実質収支額 0円

◇決算額

歳入総額 4,386万5,339円

歳出総額 2,991万4,202円

歳入歳出差引額 1,395万1,137円

繰越額 0円

実質収支額 1,395万1,137円
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議案第９０号 令和３年度宮崎市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について【会計課】

議案第９１号 令和３年度宮崎市公設合併処理浄化槽事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 【会計課】

議案第９２号 令和３年度宮崎市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定について

【会計課】

議案第９３号 令和３年度宮崎市公債管理特別会計歳入歳出決算の認定について【会計課】

◇決算額

歳入総額 377億9,497万7,213円

歳出総額 357億3,133万7,983円

歳入歳出差引額 20億6,363万9,230円

繰越額 0円

実質収支額 20億6,363万9,230円

基金繰入額 11億4,742万2,809円

差引 9億1,621万6,421円

◇決算額

歳入総額 3億8,171万3,116円

歳出総額 3億7,767万4,111円

歳入歳出差引額 403万9,005円

繰越額 0円

実質収支額 403万9,005円

◇決算額

歳入総額 5億8,047万1,464円

歳出総額 5億5,916万5,294円

歳入歳出差引額 2,130万6,170円

繰越額 5万7,736円 （繰越明許費）

実質収支額 2,124万8,434円

◇決算額

歳入総額 179億1,726万3,858円

歳出総額 179億1,726万3,858円

歳入歳出差引額 0円

繰越額 0円

実質収支額 0円
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議案第９４号 令和３年度宮崎市水道事業会計剰余金の処分及び令和３年度宮崎市水道事

業会計決算の認定について 【上下水道局 管理部 財務課】

議案第９５号 令和３年度宮崎市工業用水道事業会計剰余金の処分及び令和３年度宮崎市

工業用水道事業会計決算の認定について 【上下水道局 管理部 財務課】

議案第９６号 令和３年度宮崎市公共下水道事業会計決算の認定について

【上下水道局 管理部 財務課】

◇剰余金の処分

令和３年度宮崎市水道事業会計未処分利益剰余金のうち877,301,386円を建設改良積

立金に積み立てる。

◇決算額

収益的収入 85億4,338万2,073円

収益的支出 73億 670万5,207円

差引 12億3,667万6,866円

消費税等差引額 3億5,937万5,480円

当年度純利益金額 8億7,730万1,386円

◇剰余金の処分

令和３年度宮崎市工業用水道事業会計未処分利益剰余金のうち5,966,770円を建設改

良積立金に積み立てる。

◇決算額

収益的収入 2,131万6,570円

収益的支出 1,476万4,800円

差引 655万1,770円

消費税等差引額 58万5,000円

当年度純利益金額 596万6,770円

◇決算額

収益的収入 104億8,523万9,382円

収益的支出 103億9,063万4,898円

差引 9,460万4,484円

消費税等差引額 1億9,930万1,190円

当年度純損失金額 1億 469万6,706円
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議案第９７号 令和３年度宮崎市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び令和３年度宮崎

市農業集落排水事業会計決算の認定について【上下水道局 管理部 財務課】

議案第９８号 令和３年度宮崎市田野病院事業会計決算の認定について 【保健医療課】

◇剰余金の処分

令和３年度宮崎市農業集落排水事業会計未処分利益剰余金のうち25,934,690円を減債

積立金に積み立てる。

◇決算額

収益的収入 6億2,059万2,709円

収益的支出 5億9,283万6,354円

差引 2,775万6,355円

消費税等差引額 182万1,665円

当年度純利益金額 2,593万4,690円

◇決算額

収益的収入 12億2,093万3,447円

収益的支出 12億5,114万4,379円

差引 ▲3,021万 932円

消費税等差引額 ▲9,232円

当年度純損失金額 3,022万 164円

前年度繰越欠損金 12億1,044万8,662円

繰越欠損金 12億4,066万8,826円
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議案第９９号及び議案第１００号 令和４年度補正予算案（２件）

《一般会計》

議案第９９号 令和４年度宮崎市一般会計補正予算（第８号）案【財政課（予算担当課）】

《特別会計》

議案第１００号 令和４年度宮崎市介護保険特別会計補正予算（第１号）案

【財政課（予算担当課）】

別添「令和４年度９月補正予算案概要」のとおり
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議案第１０１号 工事請負契約の締結について 【契約課（市街地整備課）】

◇提案理由

工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、本案を提出するもの。

◇工事名

新町停車場線（新町橋）新橋設置工事（下部工１工区）

◇工事概要

１ 工事内容 橋梁下部工（Ａ１、Ｐ１） Ｎ＝２基

Ａ１橋台 Ｈ＝ 4.6ｍ、Ｗ＝19.4ｍ

Ｐ１橋脚 Ｈ＝11.4ｍ、Ｗ＝18.0ｍ

河川内仮築堤土工 Ｖ＝5,396㎥

２ 工事場所 宮崎市清武町新町

３ 完成期限 令和５年３月31日

◇契約の方法

条件付一般競争入札

◇契約の金額

220,000,000円

◇契約の相手方

川上・サトウ・原田特定建設工事共同企業体
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議案第１０２号 工事請負契約の締結について 【契約課（市街地整備課）】

◇提案理由

工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、本案を提出するもの。

◇工事名

新町停車場線（新町橋）新橋設置工事（下部工２工区）

◇工事概要

１ 工事内容 橋梁下部工（Ａ２、Ｐ２、Ｐ３） Ｎ＝３基

Ａ２橋台 Ｈ＝ 8.3ｍ、Ｗ＝18.2ｍ

Ｐ２橋脚 Ｈ＝11.4ｍ、Ｗ＝21.7ｍ

場所打杭工 φ1,500㎜、Ｌ＝6.5ｍ、Ｎ＝12本

Ｐ３橋脚 Ｈ＝11.4ｍ、Ｗ＝18.0ｍ

場所打杭工 φ1,500㎜、Ｌ＝6.0ｍ、Ｎ＝10本

河川内仮築堤土工 Ｖ＝5,900㎥

２ 工事場所 宮崎市清武町新町

３ 完成期限 令和５年６月30日

◇契約の方法

条件付一般競争入札

◇契約の金額

414,480,000円

◇契約の相手方

志多・旭洋・新和特定建設工事共同企業体
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議案第１０３号 工事請負契約の締結について 【契約課（教育委員会 学校施設課）】

◇提案理由

工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により、本案を提出するもの。

◇工事名

宮崎市立那珂小学校屋内運動場改築工事のうち建築主体工事

◇工事概要

１ 工事内容

(１) 屋内運動場 延床面積：825.44㎡

構 造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造

階 数：１階建て

※ただし、電気設備工事及び給排水衛生設備工事を除く。

(２) 渡り廊下 構 造：鉄骨造

(３) その他 既存屋外放送室などの解体工事

２ 工事場所 宮崎市佐土原町東上那珂16350番地

３ 完成期限 令和５年７月31日

◇契約の方法

条件付一般競争入札

◇契約の金額

364,100,000円

◇契約の相手方

森・黒木・成松特定建設工事共同企業体
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議案第１０４号 宮崎市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について 【情報政策課】

◇提案理由

宮崎市の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について、地方公共団体の特定の事務の

郵便局における取扱いに関する法律第３条第３項の規定により、本案を提出するもの。

◇指定の概要

１ 指定する郵便局の名称及び所在地

名 称 宮崎中央郵便局

所在地 宮崎市高千穂通１丁目１番34号

２ 指定する郵便局において取り扱う事務

(１) 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（以下「法」

という。）第２条第６号に規定する以下の事務

・ 署名用電子証明書の発行の申請の受付（署名利用者確認のための書類の受付及

び当該申請に係る署名用電子証明書を記録した電磁的記録媒体の引渡しを含む。）

・ 署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付（署名利用者確認のための書

類の受付を含む。）

(２) 法第２条第７号に規定する以下の事務

・ 利用者証明用電子証明書の発行の申請の受付（利用者証明利用者確認のための

書類の受付及び当該申請に係る利用者証明用電子証明書を記録した電磁的記録媒

体の引渡しを含む。）

・ 利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の受付（利用者証明利用者確

認のための書類の受付を含む。）

３ 事務を取り扱う期間

令和４年12月１日から令和５年３月31日まで
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議案第１０５号から議案第１１０号まで 条例案（６件）

議案第１０５号 宮崎市議会議員及び宮崎市長の選挙における選挙運動の公営に関する条

例の一部改正について 【選挙管理委員会事務局】

◇提案理由

宮崎市議会議員及び宮崎市長の選挙の公営に関し、額の引上げを行うため。

◇主な内容

１ 選挙運動用自動車の使用に係る公費の支払（第４条）

一般運送契約以外の契約について

(１) 選挙運動用自動車１日当たりの借入れ限度額

（改正前）15,800円 ⇒ （改正後）16,100円

(２) 選挙運動用自動車１日当たりの燃料費限度額

（改正前） 7,560円 ⇒ （改正後） 7,700円

２ 選挙運動用ビラの作成に係る公費の支払（第９条）

選挙運動用ビラ１枚当たりの作成単価の限度額

（改正前）７円51銭 ⇒ （改正後）７円73銭

３ 選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払（第13条）

選挙運動用ポスター１枚当たりの作成単価の計算式

(１) ポスター掲示場数が500以下の場合

（改正前）

310,500円＋525円６銭×ポスター掲示場数

ポスター掲示場数

（改正後）

316,250円＋541円31銭×ポスター掲示場数

ポスター掲示場数

(２) ポスター掲示場数が500を超える場合

（改正前）

573,030円＋27円50銭×（ポスター掲示場数－500）

ポスター掲示場数

（改正後）

586,905円＋28円35銭×（ポスター掲示場数－500）

ポスター掲示場数

◇施行期日

公布の日（経過措置の規定あり）
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議案第１０６号 宮崎市学習等供用施設条例の一部改正について 【地域コミュニティ課】

議案第１０７号 宮崎市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 【人事課】

◇提案理由

下那珂地区学習等供用施設の用途廃止を行うため。

◇主な内容

第２条の表から「下那珂地区学習等供用施設」の名称及び位置を削除する。

◇施行期日

公布の日

◇提案理由

国家公務員の育児休業の取扱いに準じ、本市職員の育児休業の取得回数制限の緩和等

についての改正を行うため。

◇主な内容

１ 非常勤職員の子の出生の日から57日以内の育児休業の取得要件の緩和（第２条）

非常勤職員が子の出生の日から57日以内に育児休業を取得しようとする場合は、任期

が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないこととの取得要件を、「

子の１歳６か月到達日まで」から「子の出生の日から57日間の期間の末日から６月を経

過する日まで」に緩和する。

２ 非常勤職員の子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化（第２条の３、第２条の４）

子が１歳以降に取得できる非常勤職員の育児休業について、新たに夫婦交代での取得

や、特別の事情がある場合の柔軟な取得を可能とする。

３ 取得回数制限の緩和に伴う措置（第３条）

育児休業を取得することが原則２回（現行１回）までできるようになることから、再

度の育児休業の取得が可能となる「条例で定める特別の事情」から育児休業等計画書に

よる申出を削除する。

◇施行期日

令和４年10月１日（経過措置の規定あり）
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議案第１０８号 宮崎市職員の定年等に関する条例等の一部改正について

【人事課、上下水道局 管理部 総務課】

◇提案理由

地方公務員法等の改正に伴い、本市職員の定年を引き上げる等の改正等を行うため。

◇主な内容

１ 宮崎市職員の定年等に関する条例の一部改正（第１条）

(１) 定年

職員の定年は、65歳とする。

(２) 管理監督職勤務上限年齢制

管理監督職に就いている職員を、60歳に達した日の翌日から最初の４月１日まで

の期間に、管理監督職以外の職への降任等を行う。

(３) 定年前再任用短時間勤務制

任命権者は、60歳に達した日以後に退職をした者を、選考により、短時間勤務の

職に採用することができる。

(４) 定年に関する経過措置

令和５年４月１日から令和13年３月31日までの間における定年は、次の表の左欄

に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢とする。

(５) 情報の提供及び勤務の意思の確認

任命権者は、当分の間、職員が60歳に達する日の属する年度の前年度において、

当該職員に対し、当該職員が60歳に達する日以後に適用される任用及び給与に関す

る措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日以後におけ

る勤務の意思を確認するよう努めるものとする。

２ 宮崎市職員の給与に関する条例の一部改正（第３条）

当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日以後における最初の４月１

日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の等級

及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とする。

３ 宮崎市職員の退職手当に関する条例の一部改正（第４条）

60歳に達した日以後、非違によることなく退職した者の退職手当の基本額については

、当分の間、退職事由を定年退職として算定する。

４ その他

(１) 地方公務員法の改正による条項ずれ、文言の修正等を行う。

令和５年４月１日から令和７年３月31日まで 61歳

令和７年４月１日から令和９年３月31日まで 62歳

令和９年４月１日から令和11年３月31日まで 63歳

令和11年４月１日から令和13年３月31日まで 64歳
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・ 宮崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（第２条）

・ 宮崎市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例（第５条）

・ 宮崎市職員の育児休業等に関する条例（第６条）

・ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される宮崎市職員の処遇等に関する条例

（第７条）

・ 宮崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（第８条）

・ 公益的法人等への宮崎市職員の派遣等に関する条例（第９条）

・ 宮崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（第10条）

・ 宮崎市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（第11条）

(２) 宮崎市職員の再任用に関する条例の廃止（附則第２条）

宮崎市職員の再任用に関する条例を廃止する。

(３) 暫定再任用制度（附則第４条から第７条まで）

定年が引き上げられる経過期間において、65歳まで再任用できるよう、現行再任

用制度と同様の仕組みを措置する。

◇施行期日

令和５年４月１日（一部については公布の日、令和４年10月１日。経過措置の規定あ

り。）
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議案第１０９号 宮崎市手数料条例の一部改正について 【建築行政課】

◇提案理由

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正に伴い、手数料の新設を行う等のた

め。

◇主な内容

長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下「法」という。）の改正に伴い、次の

手数料を新設する。（別表33の項）

手数料の名称
手数料の金額

建築物１棟につき住宅の戸数に応じ、それぞれ次に定める額

長期優良住宅維持保全計画認

定申請手数料

（確認書・性能評価書有り）

１戸

１戸を超え ５戸以下

５戸を超え 10戸以下

10戸を超え 25戸以下

25戸を超え 50戸以下

50戸を超え100戸以下

100戸を超え200戸以下

200戸を超え300戸以下

300戸超

19,000円

33,000円

53,000円

88,000円

141,000円

215,000円

364,000円

461,000円

523,000円

長期優良住宅維持保全計画認

定申請手数料

（確認書・性能評価書無し）

１戸

１戸を超え ５戸以下

５戸を超え 10戸以下

10戸を超え 25戸以下

25戸を超え 50戸以下

50戸を超え100戸以下

100戸を超え200戸以下

200戸を超え300戸以下

300戸超

71,000円

166,000円

264,000円

522,000円

936,000円

1,611,000円

2,982,000円

4,266,000円

5,230,000円

長期優良住宅維持保全計画変

更認定申請手数料

（基本額）

１戸

１戸を超え ５戸以下

５戸を超え 10戸以下

10戸を超え 25戸以下

25戸を超え 50戸以下

50戸を超え100戸以下

100戸を超え200戸以下

200戸を超え300戸以下

300戸超

9,000円

17,000円

31,000円

44,000円

82,000円

142,000円

233,000円

287,000円

306,000円

長期優良住宅維持保全計画変

更認定申請手数料

（確認書・性能評価書無しの

場合で、法第６条第１項第１

号に係る変更があるときの加

算額）

１戸

１戸を超え ５戸以下

５戸を超え 10戸以下

10戸を超え 25戸以下

25戸を超え 50戸以下

50戸を超え100戸以下

100戸を超え200戸以下

200戸を超え300戸以下

300戸超

52,000円

133,000円

211,000円

434,000円

795,000円

1,396,000円

2,618,000円

3,805,000円

4,707,000円
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議案第１１０号 宮崎市災害危険区域に関する条例の一部改正について 【建築行政課】

◇施行期日

令和４年10月１日（一部については、公布の日）

長期優良住宅維持保全計画変

更認定申請手数料

（法第６条第１項第２号又は

第７号に係る変更がある場合

の加算額）

１戸

１戸を超え ５戸以下

５戸を超え 10戸以下

10戸を超え 25戸以下

25戸を超え 50戸以下

50戸を超え100戸以下

100戸を超え200戸以下

200戸を超え300戸以下

300戸超

9,000円

14,000円

22,000円

43,000円

57,000円

72,000円

129,000円

172,000円

215,000円

長期優良住宅維持保全計画の

認定を受けた者の地位の承継

承認申請手数料

１件につき 6,000円

認定長期優良住宅建築等計画

に基づく建築に係る住宅の容

積率の特例許可申請手数料

１件につき 160,000円

◇提案理由

建築基準法の改正に伴い、所要の改正を行うため。

◇主な内容

建築基準法の改正に伴い、関係条文の項ずれの改正を行う。（第４条）

◇施行期日

公布の日
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４ 報告の概要

報告第２９号 令和３年度宮崎市内部統制評価報告書 【市役所改革推進課】

報告第３０号 令和３年度宮崎市一般会計継続費精算報告書 【財政課】

◇概要

地方自治法第150条第６項の規定により、令和３年度宮崎市内部統制評価報告書を監

査委員の意見をつけて議会に提出するもの。

＜提出書類＞

・ 令和３年度宮崎市内部統制評価報告書

・ 令和３年度宮崎市内部統制評価報告書審査意見書

◇概要

地方自治法施行令第145条第２項の規定により、継続費精算報告書を作成し議会に報

告するもの。

◇内容

＜一般会計＞ （単位：円）

款・項 事業名
対象

年度

全体計画額

①

支出済額

②

差

①－②

20民生費

15児童福祉費

小戸保育所整備

事業

R2

～R3
445,190,000 438,507,964 6,682,036
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報告第３１号 令和３年度宮崎市水道事業会計継続費精算報告書

【上下水道局 管理部 財務課】

報告第３２号 令和３年度宮崎市公共下水道事業会計継続費精算報告書

【上下水道局 管理部 財務課】

◇概要

地方公営企業法施行令第18条の２第２項の規定により、継続費精算報告書を作成し議

会に報告するもの。

◇内容

＜水道事業会計＞ （単位：円）

款・項 事業名
対象

年度

全体計画額

①

支払義務

発生額②

差

①－②

1水道事業

資本的支出

1建設改良費

下北方浄水場新

系浄水施設整備

事業

H26

～R3
4,834,349,000 4,834,348,994 6

幹線管路耐震化

事業（導水管整

備）

R1

～R3
1,447,346,000 1,445,369,207 1,976,793

内海中継ポンプ

所外電気機械設

備更新事業

R2

～R3
169,551,000 154,575,740 14,975,260

◇概要

地方公営企業法施行令第18条の２第２項の規定により、継続費精算報告書を作成し議

会に報告するもの。

◇内容

＜公共下水道事業会計＞ （単位：円）

款・項 事業名
対象

年度

全体計画額

①

支払義務

発生額②

差

①－②

1下水道事業

資本的支出

1建設改良費

宮崎処理場分流

汚水ポンプ設備

外改築事業

R2

～R3
240,200,000 228,800,000 11,400,000

鶴島中継ポンプ

場自家発電設備

改築事業

R2

～R3
143,240,000 138,289,985 4,950,015
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報告第３３号 令和３年度宮崎市健全化判断比率について 【財政課】

報告第３４号 令和３年度宮崎市資金不足比率について 【財政課】

◇概要

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、「健全化判断

比率」を議会に報告するもの。

＜健全化判断比率＞ （単位：％）

※１ 「実質赤字比率」の「－」は、実質赤字額がないことを示す。

※２ 「連結実質赤字比率」の「－」は、連結実質赤字額がないことを示す。

※３ 各比率の括弧内数値は、宮崎市の早期健全化基準を示す。

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率

－

（11.25）

－

（16.25）

6.6

（25.0）

41.6

（350.0）

◇概要

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定により、「資金不足比

率」を議会に報告するもの。

＜資金不足比率＞ （単位：％）

※１ 「資金不足比率」の「－」は、資金不足額がないことを示す。

※２ 経営健全化基準は、いずれの会計においても「20％」である。

特別会計の名称 資金不足比率 特別会計の名称 資金不足比率

水道事業会計 － 田野病院事業会計 －

工業用水道事業会計 － 卸売市場特別会計 －

公共下水道事業会計 －
公設合併処理浄化槽事業

特別会計
－

農業集落排水事業会計 － 宅地造成事業特別会計 －
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報告第３５号から報告第３８号まで 経営状況の報告（４件）

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、経営状況を説明する書類を議会に提出す

るもの。

報告第３９号 公立大学法人宮崎公立大学の令和３年度業務実績に関する評価結果につい

て 【企画政策課】

【報告第35号】 【企画政策課】

公立大学法人宮崎公立大学の経営状況について

＜経営状況を説明する書類＞

・ 令和３年度事業報告書及び決算書

・ 令和４年度事業計画書及び収支予算書

【報告第36号】 【教育委員会 生涯学習課】

公益財団法人宮崎文化振興協会の経営状況について

＜経営状況を説明する書類＞

・ 令和３年度事業報告書及び決算書

・ 令和４年度事業計画書及び収支予算書

【報告第37号】 【スポーツランド推進課】

公益財団法人宮崎市スポーツ協会の経営状況について

＜経営状況を説明する書類＞

・ 令和３年度事業報告書及び決算書（公益財団法人宮崎市体育協会）

・ 令和４年度事業計画書及び収支予算書（公益財団法人宮崎市スポーツ協会）

※ 令和４年４月１日付けで、「公益財団法人宮崎市体育協会」から「公益財団法人

宮崎市スポーツ協会」に名称を変更。

【報告第38号】 【公園緑地課】

宮崎市フェニックス自然動物園管理株式会社の経営状況について

＜経営状況を説明する書類＞

・ 令和３年度営業報告書

・ 令和４年度事業計画書

◇概要

地方独立行政法人法第78条の２第６項の規定により、公立大学法人宮崎公立大学の令

和３年度業務実績に関する評価結果を議会に報告するもの。

＜提出書類＞

・ 公立大学法人宮崎公立大学令和３年度業務実績に関する評価結果



- 22 -

報告第４０号から報告第４２号まで 専決処分の報告（３件）

地方自治法第１８０条第１項の規定による専決処分について、議会に報告するもの。

（１）議決事項の一部変更に係る専決処分（工事請負契約）

報告第４０号 専決処分の報告について 【契約課（市街地整備課）】

◇概要

令和３年９月定例会で議決された工事請負契約において、契約金額に変更が生じたた

め、議決事項の一部変更に係る専決処分を行ったもの。

◇変更事項

「３ 契約の金額 297,872,300円」を

「３ 契約の金額 307,780,143円」に変更する。

（9,907,843円の増額）

◇変更理由

・搬入土砂の数量変更に伴う減額変更について

当初、現場で使用する土砂は宮崎港から搬入する計画としていたが、工事着手後、別

工事より土砂の一部を受け入れることとなったため、運搬費用に減額が生じた。

・圧入する機械の変更に伴う増額変更について

当初、橋台撤去に伴う土留め工は、ボーリング調査結果に基づいて鋼矢板を圧入する

機械を選定していたが、施工を行ったところ、地盤内に硬い層が存在したため、硬質な

地盤にも対応できる機械への変更が生じた。

※（参考）議決内容

当初契約議案：工事請負契約の締結（令和３年９月定例会 議案第158号）

１ 工事名 新町停車場線（新町橋）旧橋撤去工事

２ 契約の方法 条件付一般競争入札

３ 契約の金額 297,872,300円
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（２）和解及び損害賠償の額を定めることに係る専決処分（本市施設の管理瑕疵による事

故）

報告第４１号・報告第４２号 専決処分の報告について

【報告第41号】 【道路維持課】

《事故の概要》 相手方の軽自動車が道路の破損部分に乗り入れ、相手方の車両破損が

生じた。

《事故発生日》 令和３年10月９日

《事故の場所》 宮崎市大字小松1093番地１北側道路上

《損害賠償額》 車両損害に係る賠償 13,020円（市が相手方に対して）

《過失の割合》 市50％、相手方50％

【報告第42号】 【高岡総合支所 農林建設課】

《事故の概要》 相手方の軽自動車が道路上に垂れ下がっていた竹に接触し、相手方の

車両破損が生じた。

《事故発生日》 令和３年８月10日

《事故の場所》 宮崎市高岡町内山字尾頭3203番４先道路上

《損害賠償額》 車両損害に係る賠償 10,600円（市が相手方に対して）

《過失の割合》 市20％、相手方80％


